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未給水区域の配水管布設要領細則 

 

（適用） 

第１条 この細則は，未給水区域の配水管布設要領（以下「要領」という。）第３条第３号に規定す

る工事に必要な事項を定めたものである。 

（工事申込） 

第２条 申請者から委任を受けた者（以下「工事施行者」という。）は，配水管の設計をしたときは

配水管布設工事申込書（第１号様式）及び関係書類を提出し，八千代市事業管理者（以下「管理者」

という。）の承認を得るものとする。 

 

 

（工事施行） 

第３条 前条の承認を得た工事施行者は，次の各号に掲げる書類を管理者に提出するものとする。  

（１）工事着手届（第２号様式） 

（２）現場代理人届（第３号様式） 

（３）主任技術者選任届（第４号様式） 

（４）経歴書（第５号様式） 

２ 工事施行者は，工事施行においては八千代市上下水道局水道工事標準仕様書に基づき施行する

ものとする。 

（材料検査） 

第４条 工事施行者は，工事着手前に材料検査申請書（第６号様式）及び納品書を管理者に提出し，

設計書に定めた工事用材料について検査を受けるものとする。 

２ 追加となった工事用材料についても，前項に準ずるものとする。 

（竣工検査） 

第５条 工事施行者は，工事が完了したときは工事完成検査申請書（第７号様式）に次の各号に掲げ

未普及地域の配水管布設要領細則 

 

（適用） 

第１条 この細則は，未普及地域の配水管布設要領（以下「要領」という。）第３条第３号に規定す

る工事に必要な事項を定めたものである。 

（工事申込） 

第２条 申請者から委任を受けた者（以下「工事施行者」という。）は，配水管の設計をしたときは

配水管布設工事申込書（第１号様式）及び関係書類を提出し，八千代市事業管理者（以下「管理者」

という。）の承認を得るものとする。 

２ 管理者は，前項の申込があった場合は内容を審査し，審査結果通知書（第２号様式）により通知

するものとする。 

（工事施行） 

第３条 前条の承認を得た工事施行者は，次の各号に掲げる書類を管理者に提出するものとする。  

（１）工事着手届（第３号様式） 

（２）主任技術者等選任届（第４号様式） 

 

 

２ 工事施行者は，工事施行においては八千代市上下水道局水道工事標準仕様書に基づき施行する

ものとする。 

（材料検査） 

第４条 工事施行者は，工事着手前に材料検査申請書（第５号様式）及び納品書等を管理者に提出

し，設計書に定めた工事用材料について検査を受けるものとする。 

２ 追加となった工事用材料についても，前項に準ずるものとする。 

（完成検査） 

第５条 工事施行者は，工事完成後速やかに工事完成検査申請書（第６号様式）に次の各号に掲げる
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る図書を添付して管理者に提出し，工事竣工検査を受けるものとする。 

 

（１）完成図（オフセット図を含む） 

 

（２）工事現場写真 

（３）工事日報 

 

（４）その他，管理者が指示するもの 

 

 

 

（完成後の施設の帰属） 

第６条 要領第９条に定める施設の帰属は，水道施設寄附採納願い書（第８号様式）により手続きを

行なうものとする。 

（受納通知） 

第７条 管理者は，前条の帰属手続きがなされたときは速やかに，受納通知（第９号様式）を発行す

るものとする。 

（受納後の取扱い） 

第８条 工事施行者は，受納通知発行の日から２年間は，工事施行者の施行上の欠陥により漏水等

の障害が発生したときは，その補償費を負担するものとする。 

 

附 則 

 この細則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成３１年４月１日から施行する。 

図書を添付して管理者に提出し，工事完成検査を受けるものとする。提出は原則として電子データ

とし，ファイル形式等については管理者の指示による。 

（１）オフセット図を含む完成図 

（２）出来高一覧表及び出来形図 

（３）工事写真 

（４）工事日報 

（５）品質管理資料（継手チェックシート等） 

（６）その他，管理者が指示するもの 

２ 管理者は，前項の申請があった場合は提出書類及び現地確認による完成検査を実施し，完成を

認める場合は工事完成認定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

３ 工事施行者は，管理者から手直し指示等がある場合は，速やかに対応するものとする。 

（完成後の施設の帰属） 

第６条 要領第８条第１項に定める施設の帰属は，水道施設寄附採納願い書（第８号様式）により手

続きを行なうものとする。 

（受納通知） 

第７条 管理者は，前条の帰属手続きがなされたときは速やかに，水道施設の受納通知（第９号様

式）により通知するものとする。 

（受納後の取扱い） 

第８条 工事施行者は，受納通知の日から２年間は，工事施行者の施行上の欠陥により漏水等の障

害が発生したときは，その補償費を負担するものとする。 

 

附 則 

 この細則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この細則は，平成３１年４月１日から施行する。 
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附 則 

この細則は，令和８年４月１日から施行する。施行日前に着手しているものについては，なお従前

の例によることができる。 
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（なし） 
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（削除） 
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（なし） 
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（なし） 

 

 
 


